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す
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始
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り
ま
す

が
始
ま
り
ま
す

　

「
確
定
申
告
書
」
は
、
ご
自
分

で
作
成
し
、
名
寄
税
務
署
窓
口
に

持
参
、
ま
た
は
、
郵
送
で
お
早
め

に
提
出
願
い
ま
す
。

　

ま
た
、
便
利
な
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

 

住
民
税
の
申
告
相
談
を
開
催
し

ま
す
。
申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る

方
に
は
「
案
内
ハ
ガ
キ
」
で
相
談

日
を
ご
案
内
し
ま
す
の
で
、
「
案

内
ハ
ガ
キ
」
と
関
係
書
類
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。
「
案
内
ハ
ガ

キ
」
が
送
付
さ
れ
な
か
っ
た
方
で

も
申
告
の
必
要
が
あ
る
場
合
は
来

庁
く
だ
さ
い
。

※

申
告
受
付
資
料
な
ど
の
都
合
に

　

よ
り
、
住
所
が
名
寄
市
風
連
町

　

の
方
は
風
連
庁
舎
で
、
そ
れ
以

　

外
の
方
は
名
寄
庁
舎
で
の
申
告

　

を
お
願
い
し
ま
す
。
（
申
告
の

　

受
付
は
土
・
日
を
除
き
ま
す
）

▼
申
告
に
必
要
な
も
の

①
案
内
ハ
ガ
キ
、
印
鑑

②
給
与
・
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収

　

票
（
原
本
）
、
報
酬
・
料
金
等

　

の
支
払
調
書

③
営
業
所
得
等
が
あ
る
場
合
は
収

　

支
計
算
書
お
よ
び
仕
入
れ
、
売

　

上
、
必
要
経
費
等
の
明
細
書

（
な
お｢

案
内
ハ
ガ
キ｣

が
届
い
て

　

い
な
い
場
合
は
税
務
署
で
の
申

　

告
を
お
願
い
し
ま
す
）

④
生
命
保
険
、
地
震
保
険
、
平
成

　

18
年
以
前
契
約
の
長
期
損
害
保

　

険
等
の
控
除
証
明
書

⑤
医
療
費
、
社
会
保
険
料
、
国
民

　

健
康
保
険
税
等
領
収
書
等

⑥
国
民
年
金
保
険
料
等
の
控
除
証

　

明
書

⑦
身
体
障
害
者
手
帳
、
障
害
者
控

　

除
対
象
者
認
定
書(

※
)

、
療
育

　

手
帳
、
精
神
保
健
福
祉
手
帳
等

⑧
所
得
税
の
還
付
申
告
の
場
合
は

　

振
込
先
口
座
の
わ
か
る
も
の

　

今
回
の
申
告
に
よ
り
平
成
25
年

度
住
民
税
額
が
決
定
す
る
時
期

は
、
給
与
特
別
徴
収
の
方
（
住
民

税
を
給
与
天
引
き
さ
れ
る
方
）
が

５
月
10
日
頃
、
そ
れ
以
外
の
方

（
住
民
税
を
納
付
書
払
い
も
し
く

は
口
座
振
替
、
年
金
特
徴
で
支
払

う
方
）
は
６
月
10
日
頃
に
な
り
ま

す
。
申
告
し
て
い
な
い
収
入
が
あ

れ
ば
そ
れ
を
加
え
て
計
算
す
る
た

め
、
申
告
時
に
お
伝
え
し
た
住
民

税
額
が
変
更

と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

平
成
44

年
分
年

平
成
平
成
2424
年
分
年
分

平
成
24
年
分

●確定申告指導・申告書の受付期間

・所得税　　２月18日(月)～３月15日(金)

・贈与税　　２月１日(金)～３月15日(金)

・消費税等　４月１日(月)まで

●申告会場・時間

　名寄税務署２階会議室

　９：00～17：00

　※土・日曜、祝日を除く

　　０１６５４②２１５７

　

 

所
得
税
・
消
費
税
な
ど

　

 

の
確
定
申
告

　

 

住
民
税
の
申
告
が

   

始
ま
り
ま
す

●
申
告
受
付
期
間
・
場
所

　

２
月
18
日
(月)
～
３
月
15
日
(金)

・
税
務
課
市
民
税
係

　

名
寄
庁
舎
２
階

・
地
域
住
民
課
総
務
税
務
係

　

風
連
庁
舎
１
階　

※障害者控除対象者認定書　申請窓口：高齢介護課介護保険係

　次に該当する方に｢障害者控除対象者認定書｣を発行します。

　①65歳以上で要介護認定を受けている方

　②65歳以上で、６カ月以上寝たきりで食事、排せつなどの日常生活に支障がある方

●おむつ使用確認書（医療費控除の対象になります）　申請窓口：高齢介護課介護保険係

　　要介護認定を受けていて、次の３つの条件全てに該当する場合で、おむつ使用の必要

　性が確認される方に対して「おむつ使用確認書」を発行します。申請の際には、前年の

　おむつ使用証明書の写し、または、おむつ代の医療費控除を受けるのが２年目以降であ

　ることが確認できる書類の写しが必要になります。

　①おむつ代の医療費控除を受けるのが２年目以降の方

　②おむつを使用した当該年に作成した主治医意見書がある方

　③主治医意見書の内容で「寝たきりの状態であること」および「尿失禁の可能性がある

　　こと」の２点が確認できる方

　以上の事由について、対象者あるいはその対象者を扶養している方

は、所得税・住民税の控除として一定金額を所得から差し引くことが

できますので、認定書または確認書をお持ちのうえ申告してください｡

問
い
合
わ
せ

　

市
役
所
名
寄
庁
舎
２
階　

税
務
課
市
民
税
係
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